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議
員

市
長
は
施
政
方
針
で

「
市
庁
舎
建
設
」
問
題
に
言

及
し
、
現
在
地
に
新
築
す
る

と
の
方
向
性
を
示
し
た
が
、

こ
の
判
断
に
至
っ
た
経
緯
を

聞
き
た
い
。

市
長

平
成
十
六
年
四
月
に

庁
舎
建
設
準
備
担
当
を
設
置

し
、
同
年
九
月
に
は
新
庁
舎

建
設
庁
内
検
討
委
員
会
を
組

織
し
て
検
討
を
重
ね
て
き
た

が
、
十
七
年
度
に
行
っ
た
耐

震
調
査
結
果
や
財
政
推
計
の

状
況
か
ら
、
規
模
や
事
業
経

費
な
ど
を
改
め
て
見
直
し
た
。

そ
の
結
果
を
も
と
に
専
門
家

の
意
見
を
聞
く
と
と
も
に
、

庁
議
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
検
討

を
し
た
う
え
で
、
現
庁
舎
の

耐
震
補
強
は
行
わ
ず
に
新
庁

舎
を
建
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

議
員

本
市
の
厳
し
い
財
政

状
況
下
で
、
庁
舎
を
新
築
す

る
と
し
た
理
由
を
伺
い
た
い
。

市
長

現
庁
舎
を
耐
震
補
強

す
る
場
合
と
新
庁
舎
を
建
設

す
る
場
合
の
両
面
に
つ
い
て
、

必
要
な
事
業
費
や
庁
舎
の
分

散
化
、
狭
あ
い
化
、
老
朽
化

の
問
題
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
比
較
検
討
し
た
。
そ

の
結
果
、
新
庁
舎
を
建
設
す

る
こ
と
を
判
断
し
た
。

議
員

こ
れ
ま
で
二
者
択
一

の
候
補
地
と
し
て
い
た
見
附

台
周
辺
地
区
で
は
な
く
、
現

在
地
に
建
設
す
る
と
判
断
し

た
理
由
を
聞
き
た
い
。

市
長

見
附
台
周
辺
地
区
は
、

従
来
か
ら
中
心
市
街
地
の
活

性
化
に
資
す
る
、
商
業
と
文

化
の
拠
点
と
な
る
地
区
と
考

え
て
お
り
、
今
後
も
こ
の
見

地
に
立
っ
た
土
地
利
用
を
検

討
し
て
い
く
。
一
方
、
現
庁

舎
周
辺
に
は
官
公
庁
施
設
が

集
積
し
て
お
り
、
市
民
や
企

業
に
と
っ
て
利
便
性
が
高
い

こ
と
、
周
辺
に
大
規
模
な
空

地
や
緑
地
が
あ
り
、
災
害
対

策
の
拠
点
に
適
し
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
現
在
地
に
建
設

す
る
こ
と
と
し
た
。

議
員

庁
舎
建
設
に
つ
い
て

は
、
新
市
庁
舎
建
設
計
画
懇

話
会
で
検
討
し
、
そ
の
意
見

を
踏
ま
え
た
う
え
で
判
断
す

る
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
懇

話
会
の
検
討
結
果
を
待
た
ず

に
新
庁
舎
建
設
の
考
え
を
示

し
た
理
由
を
聞
き
た
い
。

市
長

当
初
は
現
庁
舎
を
耐

震
補
強
し
、
そ
の
後
一
〇
年

程
度
で
新
庁
舎
の
規
模
や
建

設
場
所
を
検
討
す
る
予
定
で

あ
っ
た
。
し
か
し
耐
震
調
査

結
果
や
財
政
推
計
の
状
況
を

踏
ま
え
、
総
合
的
に
コ
ス
ト

比
較
を
し
て
新
築
で
の
建
設

を
判
断
し
た
。
さ
ら
に
十
七

年
度
の
構
造
計
算
書
偽
造
問

題
で
市
民
か
ら
も
庁
舎
の
耐

震
性
に
不
安
が
寄
せ
ら
れ
た

た
め
、
こ
れ
以
上
判
断
を
遅

ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

考
え
、
新
庁
舎
の
建
設
を
進

め
る
こ
と
と
し
た
。

議
員

市
民
や
関
係
団
体
か

ら
も
新
庁
舎
建
設
は
時
期
尚

早
と
の
意
見
が
あ
る
。今
後
、

市
民
等
の
意
見
を
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
て
い
く
考
え
な
の

か
伺
い
た
い
。

市
長

庁
舎
建
設
に
当
た
っ

て
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
い

て
は
、
議
会
を
は
じ
め
関
係

団
体
等
か
ら
も
改
め
て
意
見

を
聞
き
、
そ
の
結
果
を
尊
重

し
て
進
め
て
い
き
た
い
。
こ

れ
か
ら
が
具
体
的
な
意
見
を

聞
く
段
階
だ
と
考
え
て
い
る
。

議
員

平
成
十
七
年
十
月
に

発
表
さ
れ
た
「
財
政
状
況
の

見
通
し
」
に
よ
り
十
九
年
度

以
降
の
財
源
不
足
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
本
市
が
取
り
組

む
第
五
次
行
政
改
革
実
施
計

画「
ひ
ら
つ
か
改
革
プ
ラ
ン
」

の
見
直
し
が
必
要
と
考
え
る

が
見
解
を
聞
き
た
い
。

市
長

「
財
政
の
健
全
化
」

を
計
画
的
、
具
体
的
か
つ
実

効
性
の
あ
る
も
の
と
す
べ
く

「
ひ
ら
つ
か
改
革
プ
ラ
ン
」

で
取
り
組
ん
で
お
り
、
平
成

十
八
年
夏
ご
ろ
に
ま
と
め
る

中
期
財
政
健
全
化
対
策
に
合

わ
せ
、
実
施
計
画
メ
ニ
ュ
ー

の
追
加
、
項
目
内
容
の
修
正

等
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

議
員

（
仮
称
）
次
期
平
塚

市
総
合
計
画
も
視
野
に
入
れ

た
中
期
の
財
政
健
全
化
策
の

検
討
状
況
を
伺
い
た
い
。

企
画
部
長

市
長
を
本
部
長

と
す
る
財
政
健
全
化
対
策
特

別
本
部
を
組
織
し
て
検
討
中

で
あ
る
。
ま
た
本
部
内
に
設

置
し
た
検
討
部
会
で
、「
財

政
状
況
の
見
通
し
」
の
見
直

し
、
公
共
施
設
等
の
現
状
や

今
後
の
市
債
償
還
額
の
把

握
、
類
似
他
都
市
の
決
算
分

析
な
ど
に
基
づ
き
、投
資
的
・

政
策
的
経
費
に
応
じ
た
効
果

を
検
証
す
る
な
ど
、
歳
入
・

歳
出
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
検
討
を
重
ね
て
い
る
。

議
員

総
務
省
が
示
し
た
新

地
方
行
革
指
針
に
よ
る
「
集

中
改
革
プ
ラ
ン
」
と
「
ひ
ら

つ
か
改
革
プ
ラ
ン
」
の
関
連

性
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

「
集
中
改
革
プ

ラ
ン
」の
取
り
組
み
項
目
は
、

「
ひ
ら
つ
か
改
革
プ
ラ
ン
」

か
ら
総
務
省
が
求
め
る
項
目

を
掲
げ
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
給
与
の
適
正
化
や
外
郭
団

体
の
在
り
方
な
ど
、「
ひ
ら

つ
か
改
革
プ
ラ
ン
」
に
掲
げ

て
い
な
い
項
目
は
新
た
に
両

プ
ラ
ン
に
追
加
し
て
い
く
。

議
員

「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」

で
は
、
行
財
政
改
革
の
推
進

や
進
行
管
理
を
ど
の
よ
う
に

行
う
考
え
な
の
か
。

企
画
部
長

「
ひ
ら
つ
か
改

革
プ
ラ
ン
」
の
取
り
組
み
事

項
と
併
せ
て
、「
平
塚
市
行

政
改
革
推
進
本
部
」
で
年
度

ご
と
の
進
捗
状
況
や
成
果
の

進
行
管
理
を
行
っ
て
い
く
。

議
員

武
力
攻
撃
事
態
等
に

お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め

の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
関

連
条
例
が
今
定
例
会
に
提
案

さ
れ
た
が
、
市
民
の
生
命
や

財
産
を
守
る
視
点
に
つ
い
て
、

本
市
の
考
え
を
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

武
力
攻
撃
や
テ

ロ
な
ど
万
が
一
の
事
態
に
市

民
の
生
命
や
財
産
を
保
護
す

る
た
め
、
住
民
の
避
難
や
救

援
等
の
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
は
、
地
方
公
共
団
体
に
課

せ
ら
れ
た
責
務
と
考
え
る
。

議
員

国
民
保
護
協
議
会
と

国
民
保
護
対
策
本
部
の
設
置

理
由
を
伺
い
た
い
。

総
務
部
長

協
議
会
は
、
市

町
村
の
区
域
に
係
る
国
民
の

保
護
措
置
に
関
し
広
く
住
民

の
意
見
を
求
め
、
施
策
を
総

合
的
に
推
進
す
る
た
め
に
、

ま
た
対
策
本
部
は
、
内
閣
総

理
大
臣
か
ら
設
置
す
べ
き
市

町
村
と
し
て
指
定
を
受
け
た

時
に
、
国
民
保
護
法
で
設
置

を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

議
員

国
民
保
護
計
画
策
定

に
向
け
た
今
後
の
予
定
を
聞

き
た
い
。

総
務
部
長

現
在
、
神
奈
川

県
で
策
定
中
の
国
民
保
護
計

画
や
、
国
か
ら
示
さ
れ
た
市

町
村
国
民
保
護
モ
デ
ル
計
画

と
の
整
合
を
図
り
、
ま
た
広

く
市
民
意
見
を
聞
き
な
が
ら

策
定
作
業
を
進
め
て
い
く
。

具
体
的
に
は
庁
内
で
の
計
画

素
案
の
策
定
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
の
実
施
、
国
民
保

護
協
議
会
へ
の
諮
問
、
県
知

事
と
の
協
議
を
経
て
議
会
に

報
告
し
、
十
八
年
度
内
に
策

定
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
員

多
く
の
入
院
患
者
を

抱
え
る
市
民
病
院
の
安
全
対

策
は
重
要
だ
と
考
え
る
が
、

耐
震
基
準
が
強
化
さ
れ
た
昭

和
五
十
六
年
六
月
以
前
に
建

設
さ
れ
た
市
民
病
院
の
施
設

数
を
伺
い
た
い
。

病
院
事
務
局
長

南
病
棟
、

管
理
棟
、
旧
看
護
師
宿
舎
の

三
施
設
で
あ
る
。

議
員

平
成
十
八
年
二
月
に

報
告
さ
れ
た
各
施
設
の
耐
震

診
断
結
果
を
聞
き
た
い
。

市
長
・
病
院
事
務
局
長

管

理
棟
お
よ
び
旧
看
護
師
宿
舎

は
、
壁
等
の
増
設
に
よ
り
補

強
が
可
能
で
あ
る
が
、
南
病

棟
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
、

機
能
性
、
経
済
性
を
考
慮
す

る
と
、
建
て
替
え
等
が
望
ま

し
い
と
の
結
果
で
あ
っ
た
。

議
員

南
病
棟
の
建
て
替
え

等
に
つ
い
て
の
検
討
状
況
を

聞
き
た
い
。

病
院
事
務
局
長

院
内
に
緊

急
対
策
会
議
を
設
置
し
て
検

討
を
始
め
た
。
現
在
は
当
面

の
課
題
へ
の
対
応
策
を
検
討

中
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
協

議
を
重
ね
る
考
え
で
あ
る
。

議
員

市
民
病
院
以
外
の
公

共
施
設
の
耐
震
対
策
等
の
考

え
方
を
伺
い
た
い
。

企
画
部
長

災
害
時
の
緊
急

度
、
重
要
度
等
を
総
合
的
に

勘
案
し
、
耐
震
診
断
・
耐
震

補
強
を
行
っ
て
い
る
。
建
設

か
ら
維
持
補
修
、
建
て
替
え

な
ど
の
「
施
設
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
」
を
重
視
し
た
計
画

的
・
経
営
的
な
施
設
管
理
が

重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

議
員

施
設
整
備
に
当
た
っ

て
の
優
先
順
位
を
聞
き
た
い
。

市
長
・
企
画
部
長

市
内
の

小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
有
事
の
際
の
避

難
施
設
や
地
域
拠
点
基
地
と

な
る
校
舎
や
体
育
館
の
耐
震

補
強
工
事
を
最
優
先
に
進
め

て
い
る
。

市
の
他
の
公
共
施
設

改
築
等
の
優
先
順
位
は

市
民
・
団
体
等
の
意
見

今
後
ど
う
反
映

「
集
中
」「
ひ
ら
つ
か
」

改
革
プ
ラ
ン
の
関
連
性

平
成
十
六
年
の
自
己
破
産

申
立
件
数
は
、
二
一
万
人
を

超
え
て
お
り
、
潜
在
的
な
破

産
予
備
軍
と
言
わ
れ
る
人
に

至
っ
て
は
、
一
〇
〇
万
人
と

も
二
〇
〇
万
人
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
警
察
庁
の
統
計
に

よ
れ
ば
平
成
十
六
年
中
に
約

八
〇
〇
〇
人
の
人
々
が
経
済

的
な
理
由
で
自
殺
し
て
お
り
、

平
成
二
年
と
比
較
す
る
と
実

に
約
六
倍
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
破
産
、
自
殺
の

直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
多
重
債
務
問
題

の
原
因
の
一
つ
に
、
貸
金
業

者
の
高
金
利
に
よ
る
過
剰
融

資
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
普
通

預
金
金
利
が
年
〇
・
〇
〇
一

％
、
公
定
歩
合
が
年
〇
・
一

％
と
い
う
超
低
金
利
状
況
の

な
か
、
利
息
制
限
法
の
最
高

金
利
で
あ
る
年
二
〇
％
や
、

出
資
法
の
年
二
九
・
二
％
と

い
う
上
限
金
利
は
大
変
な
高

利
で
あ
り
、
明
ら
か
に
市
場

に
お
い
て
合
理
性
を
欠
く
も

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
出
資
法
の
特
例

規
定
に
よ
り
年
五
四
・
七
五

％
と
い
う
超
高
金
利
を
適
用

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る

日
賦
貸
金
業
者
（
日
掛
け
金

融
）
に
よ
る
被
害
も
全
国
的

に
多
発
し
て
お
り
、
ま
た
、

電
話
加
入
権
も
実
質
的
な
財

産
的
価
値
を
失
っ
て
お
り
、

電
話
担
保
金
融
の
特
例
を
認

め
る
必
要
性
も
な
く
な
っ
て

い
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て

は
、
国
民
生
活
に
お
け
る
不

安
を
解
消
し
、
そ
の
安
定
を

図
る
た
め
、
左
記
事
項
に
つ

い
て
早
急
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
強
く
要
望
す
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
。記

一

利
息
制
限
法
の
制
限
金

利
を
、
市
場
金
利
に
見
合

っ
た
利
率
ま
で
引
き
下
げ

る
こ
と
。

二

出
資
法
の
上
限
金
利
を
、

利
息
制
限
法
の
制
限
金
利

ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と
。

三

貸
金
業
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
第
四
三
条
の
み

な
し
弁
済
規
定
を
廃
止
す

る
こ
と
。

四

出
資
法
に
定
め
る
日
賦

貸
金
業
者
及
び
電
話
担
保

金
融
に
対
す
る
特
例
金
利

を
廃
止
す
る
こ
と
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

平

塚

市
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